平成２２年度共同募金助成金「団体事業費交付請求書」
	団　　体　　名
	　　　　　　　　           （TEL 　　　　　　 　  　）

	所　　在　　地
	　　　　　　　　       （〒　　－　　　　     　）

	ホームページ
	アドレス：

	代表者：職・氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者氏名　　　　　　    　）

	助 成 金 額
	　　金　　　　　　　　　　　　　円

	使途指定事業内容
	

	使 途 内 容
	開催予定日・時期
	

	
	開　催　場　所
	

	
	対 象 者・人員
	

	
	具体的事業内容
	

	地域住民に対する

共同募金助成金の

周知（広報）の方

法について
	

	振　込　先
	金  融  機  関  名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店

	
	 eq \o\ad(口座番号,　　　　　　　　　)
	 普・当   №

	
	 eq \o\ad(ふ　 り 　が 　な,　　　　　　　　　)
 eq \o\ad(口座名義,　　　　　　　　　)
	

	
	
	


　上記の指定内容のとおり実施いたしたいので、助成金の交付を願いたく関係書類を添えて

請求いたします。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　団　体　名

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　    　　　　　　　　　　　　印

　　　社会福祉法人静岡県共同募金会　会長　様

　※添付書類　1. 当該事業の企画書、募集要項、配布資料、開催案内（案）など

　2. 預金通帳表紙の写し　　　 3. その他、本会が必要とするもの
『共同募金』（『ＮＨＫ歳末たすけあい』を含む）受配施設・団体

[image: image1.png]


から寄付者への“ありがとうメッセージ”・写真

　共同募金会では、寄付者の方々に共同募金の使いみちについて知っていただくため、受配者である皆様からお礼のメッセージをお寄せいただき、印刷物をはじめ中央共同募金会が運営するインターネットデータベース“赤い羽根データベース『はねっと』”（http://www.akaihane.or.jp/hanett）・本会ホームページなどを通して現場からの生の声をお届けいたします。

　つきましては、以下の原稿の執筆にご協力くださいますようお願いいたします。

　なお、メッセージには共同募金の配分金が役に立っていること、喜ばれていることを「話しかけるように」お書きください。

■公表用メッセージ

	受配施設名
	
	担当者名（　　　　　　　　）

	所在地
	（〒　　　－　　　　　）
	（℡　　　―　　　―　　　　）

	タイトル
	

	1→
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200


■公表用写真


助成金受配の報告の義務  

          ― 地域住民への感謝の報告 ―
 「共同募金」はたすけあい運動として、多くのボランティアのご尽力によって支えられています｡
町内会や自治会では､ 役員や民生委員の方が各世帯へ｢町内会ですが、毎年の赤い羽根の募金を今年もお願いします｡」とお願いに周り、それに応え､ ご近所付き合いから募金に協力下さっている方が多いと思います｡ 

また、学校では福祉教育の一環から児童会・生徒会が中心となり自分で出来るボランティア活動として募金収集に取り組まれております｡
  しかし､ここで募金を呼び掛けるボランティアの方と､協力する方の双方には､ 寄付金の使い途､ つまり寄付金を受け取った側からの｢助かりました｣｢本当に役に立っています｣という声は残念ながらあまり伝わっていません｡ 使い途が分からない募金では単なる善意のお付き合いで終わってしまいます｡ 明確な使い途を知っていただくことで協力者自らが｢参加する｣本当のたすけあい運動になります｡
もちろん､募金の結果として県及び市町村単位で報告書を町内会などに回覧しておりますが、寄付金の助成を受けた施設・団体には､ 募金を呼び掛けて集めて下さった方､寄付して下さった方の双方に報告する義務があります｡
福祉サービスは利用者本人自らが選ぶ体制に変わりつつあります｡募金が｢どこか｣ではない身近な活動に役立っていることを知っていただくことは､ 施設団体の事業の評価にもなってきます｡ 所在している町内会はもちろん､学区内の町内会､また学校などに感謝の報告を必ず行なって下さい｡


＜報告方法＞  

1． 報告書を作成する｡  （裏面参照）
・金額･使い途･日頃の活動状況と助成金による事業の効果
  ・助成金による事業を活用している写真
2． 町内会役員にお願いし回覧又は掲示してもらう｡
3． 民生委員にお願いし､学区内の町内会を紹介してもらう｡
4． 周辺の学校の福祉担当教師等にお願いし､生徒会児童会宛に周知してもらう｡
5． 施設来訪者また団体事業参加者に報告書を配布する｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回 覧･掲 示
　町内会・児童会・生徒会の皆様へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡市駿府町１番７０号福祉会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティアグループあかいはね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係者一同
　このたび「赤い羽根共同募金」から寄付金をいただきました。お礼とご報告を申し上げます。
“赤い羽根”ありがとうございました
　　　・　いただいた金額　　１２０，０００円
　　　・　使いみち　　　　「自動血圧計と圧力鍋」
　｢ボランティアグループあかいはね｣は、駿府学区の７０歳以上の一人暮らしの方､高齢者世帯の方を対象に公民館で週１回、ふれあい会を開き体操や楽しいおしゃべりを通じ寝たきり予防などの活動をしています。

　血圧計は健康管理に欠かせないものです｡また圧力鍋は温かい手作りの昼食会に大活躍｡募金をしてくださった多くの皆様の、温かいお気持ちを胸に大切に使わせていただきます｡


　　　　　　　　　　　　　　　助成金による事業が分かる
　　　　　　　　　　　　　　　　写　　真　　貼　　付
　　　　　　　　　　　　　　　（または写真のコピー）
　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,C)　中央共同募金会

「赤い羽根共同募金」は、

　　○「寄付を募るボランティア」と「寄付をするボランティア」の双方の皆様に支えられた

　　　「たすけあい運動」です｡

　　○皆様の優しさを、支援の必要な方々のためにお届けしています。

　　○支援の必要な「要望額」を「目標額」にお示しして行う計画募金です。

　　○その必要性を審査の上、助成を行っています。
　　○その他の助成内容や要望・申請などお問い合わせ下さい｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人静岡県共同募金会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒420-0856静岡市葵区駿府町１番７０号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　054-254-5212
（写真貼付）


○実際に現場で活用して頂いている様子や対象者に喜んで頂いている様子を写


　真に撮影してご報告ください。





○普通紙に印刷した写真での提出は不可とします。





○デジタルカメラで撮影した写真データの場合は、本会メールアドレスへ添付ファイルにて提出して下さい。（e-mail：� HYPERLINK "mailto:shizu-kyobo@vcs.wbs.ne.jp" �shizu-kyobo@vcs.wbs.ne.jp�）





○写真は本会ホームページ� HYPERLINK "http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/" �（http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/�）で公開いた


します。





公表用








